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平成２２年度中小企業支援計画【解説】

第１．中小企業を取り巻く環境

我が国経済は、一昨年秋、米国の金融不安に端を発した世界的な経済

活動の急激な収縮に見舞われ、かつてない景気悪化を経験している。こ

のような中、政府としては、中小企業に対する信用保証や政府系金融機

関の機能の強化といった資金繰り対策等に万全を期している。しかし、

中小企業を取り巻く内外の経済状況は、雇用情勢の一層の悪化、デフレ

圧力の強まりによる需要低迷、収益圧迫等と予断を許さない状況が続い

ている。

このような中、昨年１２月８日に「明日の安心と成長のための緊急経

済対策」、１２月３０日に「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本

へ～」を策定し、現下の経済情勢へ緊急に対応するとともに、中長期的

な成長力の強化を図ることとしている。

第２．平成２２年度の基本方針

平成２２年度の中小企業支援計画（以下「本支援計画」という。）に

おいては、我が国の経済・雇用の面で重要な役割を担う中小企業の活性

化を図るため、中小企業の新分野への進出を促進する中小企業の研究開

発事業や国内外への販路開拓事業、中小企業の経営力の向上を図る経営

支援体制の強化事業や事業再生支援事業、地域コミュニティを担う商店

街の活性化事業等を重要な政策課題として支援することにより、中小企

業の着実な成長を確保する。

本支援計画の実施に当たっては、国、都道府県（政令で指定する市を

含む。以下同じ）及び独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小

機構」という。）が、「対話と協力」という基本的な考え方の下で情報交

換を行い、それぞれの施策について理解を深め、適切な役割分担の下で

緊密に連携し、施策の効果を最大化することが重要である。今後とも、

都道府県において地域の特性を踏まえた多様な取組が行われていくこ

とを考えれば、その重要性は高まっていくものである。

このため、２２年度においても、本支援計画に関する都道府県からの

意見が国の次年度以降の支援施策及び関連する予算等に反映されるよ

う国と都道府県の間で「政策及び連携に係る意見交換会」が適宜適切に

行われるようにする。
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第３．国の事業

１．事業の実施体制

国においては、中小企業の経営資源の確保を支援するため、全国レ

ベルのモデル事業やマッチング機会の提供事業を都道府県、中小機構、

都道府県中小企業支援センター等の中小企業支援機関（以下「地域支

援機関」という。）との連携・協力により実施し、その成果の普及に努

めるとともに、政策評価による事業の見直しを行うものとする。

２．事業の概要※左欄は２２年度予算額、右欄（ ）は２１年度予算額

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進

① 新事業活動促進支援事業

４，２４９，３７８千円（６,０１６,６６９千円）

農林水産業者と中小商工業者との有機的な連携を促進する「農

商工等連携促進法」、産地の技術、農林水産品、観光資源等の地

域産業資源の活用を促進する「中小企業地域資源活用促進法」、

異分野・異業種の中小企業同士の連携を促進する「中小企業新事

業活動促進法」に係る事業活動に取り組む中小企業による新商

品・新サービスの開発や販路開拓等を支援する。

解 説

本事業は、中小企業が行う、経営資源又は地域資源を活用した

新商品・新サービスの開発等による事業展開の取組（農商工等連

携事業、地域資源活用事業、新連携事業）に対し、各当該事業に

要する経費の一部を補助するものである。

２２年１月２０日現在、農商工等連携促進法に基づいて３１３

件、中小企業地域資源活用促進法に基づいて７４５件、中小企業

新事業活動促進法に基づいて６５４件の事業計画が認定されて

おり、本施策等を活用しながら事業化・市場化に向けた取組を行

っているところである。

２２年度においても、各地方公共団体や中小企業支援機関等と

の密接な連携・協力体制のもと、本施策等を通じて、地域におけ

る新事業活動の創出促進を図っていく。

② 地域産品販路開拓機会提供支援事業

１２０，６２２千円（新 規）

展示・商談会開催及び販売スペース設置を通じて、中小企業に

より製造された地域産品の国内販路開拓の促進を図る。
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解 説

本事業は、展示・商談会の開催や、百貨店等における販売スペ

ースの設置を通じて、「バイヤーとの商談機会の提供｣、「消費者

への商品紹介の機会拡大｣、「百貨店等における一般的な商流を中

小企業者が体験することによるノウハウ蓄積｣を実現させるもの

である。

本事業を通じて、商品の更なる販路開拓を促進するとともに、

中小企業者自身が自力で販路拡大を実施できる能力の獲得等を

目指す。

③ 中小企業ものづくり対策

ア 戦略的基盤技術高度化支援事業

１５，００５，１１６千円（５,４００,０００千円）

我が国経済をけん引していく重要産業分野の競争力を支える

ものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）の高

度化等に向けて、中小企業の研究開発から試作段階までの取組

を支援する。

事業の実施に当たっては、各地のものづくり中小企業の状況

について、地域支援機関等との情報交換に努める。

解 説

本事業は、「中小ものづくり高度化法」に基づき定められた技

術別指針に沿って策定され、同法に基づき認定を受けた研究開

発を国から委託するものである。（委託の成果は、日本版バイ

ドール法により事業者が利用することができることとなって

いる。）

研究開発の実施に当たっては、事業管理者、研究実施者等に

よって構成される共同体を基本とし、認定を受けた中小企業の

参加が必要である。

イ 川上・川下ネットワーク構築支援事業

１９０,０００千円（１９０,０００千円）

基盤技術を担う川上中小企業と、燃料電池や情報家電等の重

要川下産業間の緊密なコミュニケーションを通じた「川上中小

企業が行う技術開発の不確実性の低減」「情報の非対称性の解

消」を図るため、川上・川下間のネットワーク構築に向けた取

組を支援する。

各都道府県内あるいは県域をまたがる中小企業と日頃から接
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点を持ち、地域の現状と課題を認識している地域支援機関等と

協力して、川上中小企業と川下産業との情報交換の場への中小

企業の参加や川上・川下間のマッチング機会の創出を促進し、

川上と川下のネットワーク構築を図ることができるよう支援

を行う。

解 説

本事業は、基盤技術を担う川上中小企業と燃料電池や情報家

電等の重要川下産業間のネットワークの構築により、技術開発

の不確実性の低減等を図るものである。

事業の実施に当たっては、都道府県中小企業支援センターや

商工会・商工会議所を通じ施策の浸透を図るとともに、地域の

中小企業が置かれている現状や強みを把握されている地域支

援機関等と協力して、プロジェクトメイクに取り組み、また、

企業に対して参加を促す。

ウ 中小企業ものづくり人材育成事業

９０,０００千円（３７８，０００千円）

各地域の産業界と教育界（工業高校等）とのマッチングの機

会を提供し、中小企業の若手技術者育成、工業高校等の実践的

な教育プログラムの充実を支援しつつ、その普及を図る。

この事業では、地域の産業界、教育界、都道府県が連携体制

を構築し、事業を積極的に推進していくことが重要であるため、

地域支援機関等と協力することにより、連携体制の構築に努め、

ものづくりを担う人材の育成・確保を支援する。

解 説

本事業は、ものづくり中小企業の人材の育成・確保のために、

地域支援機関等を通じて、産業界、教育界、行政等が連携して

行う実践的な教育プログラムの充実を支援するものである。

２２年度においても、引き続きこの取組を進め、連携体制の

構築を支援するとともに、取組が行われていない地域において

も取組が進むよう、情報発信・普及啓発を実施する。

④ 地域イノベーション創出研究開発事業

３,４４０,０００千円（６,５０８,１４０千円）

研究開発を起点とした新事業、新産業創出による地域経済の活

性化を図るため、地域の産学官のリソースを最適に組み合わせた

研究体による実用化技術の研究開発を実施する。
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解 説

本事業は、地域において新事業の創出に貢献しうる技術シーズ

を活用した、新商品の開発を目指す実用化技術の研究開発を広く

公募し、国からの委託により実施するものである。

企業、大学等の研究機関が共同研究体を組織し、研究開発の実

施主体となる。２１年度では、ＭＥＭＳ技術を用いた圧電型６軸

モーションセンサの開発など、全国から６６件の事業を採択した。

２２年度事業については、２月中旬～３月頃に、公募説明会を各

地域ブロックごとに開催する予定であり、都道府県の産業支援機

関や公設試験研究機関等にも公募内容等を周知しつつ事業を実

施する。

⑤ 中小企業海外展開支援対策

ア ＪＡＰＡＮブランド戦略展開支援事業

１,１０２,４５９千円（１,２０７,８６０千円）

地域産品の輸出を促進するため、世界に通用する地域産品の

ブランド力確立を目指し、地域の中小企業者と輸出産品プロデ

ューサー等が一丸となって行う取組に対し、計画的な支援を行

う。また、全国事務局を設置し、ＪＡＰＡＮブランドの情報発

信・広報等のプロモーション活動を行うとともに、バイヤーと

のマッチング（ＢｔｏＢ）や消費者に対するテストマーケティ

ング（ＢｔｏＣ）の販路開拓を支援する。

解 説

本事業は、地域の歴史や文化の中で育まれてきた素晴らしい

素材や技術などの地域の強みを活かした製品等の魅力・価値を

更に高め、｢日本｣を表現しつつ世界に通用する高いブランド力

（「ＪＡＰＡＮブランド」）の確立を目指し、商工会・商工会議

所・組合・ＮＰＯ等が中心となって行う取組に、

① 海外マーケティングや商品コンセプト等の戦略策定支援

② 新商品・デザインの開発・評価、海外見本市出展等を行う

ブランド確立支援

と、段階的に支援を行っているものである。

また、ＪＡＰＡＮブランドの戦略的なプロモーションや、海

外の消費者に直接試験販売を行うテストマーケティング、商談

会等でのバイヤーとのマッチングなどを併せて行い、中小企業

の海外販路開拓を総合的に支援する。
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イ 生活関連産業海外市場開拓支援事業

４０２,６６８千円（新 規）

アパレル・デザイン・日用品などの生活文化になじみ深い製

品について、日本のライフスタイルそのものの発信による「日

本ブランド」の訴求力向上とあわせた海外への販路開拓を支援

する。

解 説

本事業は、今後大きな市場拡大が見込まれながら、我が国ブ

ランドの事業展開が出遅れているアジアと、世界へのトレンド

発信・世界からのバイヤー参集の拠点である欧州をターゲット

にし、全国から募集・選抜された製品について、ＢｔｏＢ、Ｂ

ｔｏＣの販路開拓を行う。（現地の生活文化や日本製品に対する

ニーズの調査、見本市への出展や商談のサポート等を行う。）

ウ 映画・アニメ海外展開後方支援事業

３００，０００千円（新 規）

我が国コンテンツ産業の海外展開を促進するため、映画・ア

ニメビジネスの海外情報収集拠点を整備するとともに、弁護

士・会計士等専門家によるサポート体制を構築する。

解 説

『おくりびと』『つみきのいえ』がアカデミー賞を受賞するな

ど、我が国の映画・アニメ等は海外でも高く評価されている。

しかし、配給網やエージェントに関するネットワーク不足及び

海外経験の乏しさによる交渉ノウハウ不足から、我が国のコン

テンツ海外輸出率は米国のわずか１０分の１程度であり、海外

展開の促進が必要である。そこで海外市場開拓に向け、我が国

コンテンツ産業の海外展開の後方支援チームを結成する。

エ 中小企業国際展開等円滑化推進事業

１７８,２７１千円（２４４,１２９千円）

我が国中小企業の現地法人等の技術・管理能力の向上を図る

ため、当該現地法人等への専門家派遣及び従業員等に対する研

修を実施する。

解 説

本事業は、海外進出日系企業が現地で経済活動を推進してい

く上で、管理者や技術者等優秀な人材を育成することはきわめ

て重要であることから、現地従業員等に対する日本国内での受
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入研修や、現地での海外研修を行うとともに、現地法人等に対

して専門家を派遣し、助言・指導を実施する。

オ 中小企業海外展開等支援事業

２,３６４,８２７千円（２,６３０,０００千円）

海外への販路開拓や投資などの国際化を指向する中小企業に

向けて、海外展示会への出展支援やミッション派遣等によるマ

ッチング支援、知的財産権保護対策、海外の地域・クラスター

との産業交流支援、情報収集・提供等を通じ、中小企業の国際

競争力の強化、国内経営基盤の強化を図る。

解 説

本事業は、ジェトロが行う中小企業向けの海外展開等支援事

業に係る経費を補助するものである。具体的な支援事業として

は、ジェトロの国内外の広範なネットワークを活用し、以下に

示すような、きめ細やかな支援事業を展開する。

ⅰ）輸出支援事業：農林水産品等地域産品のような、アジア、

新興国でニーズが高い産品を中心に、きめ細やかなアド

バイスの実施、海外展示会等による現地バイヤーとの戦

略的なマッチングの実施等

ⅱ）海外投資支援事業：新興国市場への事業展開を加速する

ための、戦略的なミッション派遣や、現地でのワンスト

ップ支援機能の充実

ⅲ）知的財産権保護対策事業：日系企業の知財被害に対する

現地（中国等）での権利侵害の実態調査

ⅳ）産業協力強化事業：国内外の地域・クラスターとの戦略

的な産業交流支援

ⅴ）情報収集・提供事業：これらの事業の基盤となる、長年

培われてきた情報網に基づく高度な情報収集・分析等

⑥ 小規模企業支援対策

ア 小規模事業者新事業全国展開支援事業

２,６４８，６９９千円（２,４６３,３５６千円）

地域の小規模事業者による全国規模のマーケットをねらった

新事業展開を促進するため、商工会・商工会議所等が小規模事

業者等と協力して行う、地域資源を活かした新製品の開発や全

国的な販路開拓、観光資源開発、地域ブランドの形成といった

取組に対して幅広く支援する。
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解 説

本事業は、地域の小規模企業による国内のマーケットを狙っ

た新事業展開を促進するため、商工会、都道府県商工会連合会、

商工会議所が小規模事業者等と協力し地域の資源を活かした

特産品開発やその全国的な販路開拓、観光資源開発といった取

組や、地域の産品、観光資源等も魅力を束ねて集客型の販路開

拓・普及に関する取組等に対して幅広く支援する。本事業の実

施に際しては、事業推進委員会の中に都道府県や市町村、地域

の公設試験研究機関など中小企業支援機関の方々にも委員と

して参画していただき、計画策定段階から助言を得ることによ

り、きめ細かな地域資源の掘り起こしを行うなど地域に密着し

た形で実施する。

イ 創業人材育成支援事業

１,０９６,２０８千円（１,３０８,２２０千円）

創業に向けて具体的な行動計画を有するものを対象に、創業

に必要な実践的能力を習得させる「創業塾」を商工会・商工会

議所等で開催する。また、新事業展開を目指す経営者や若手後

継者等を対象に、経営戦略等の知識・ノウハウの体得を支援す

る「経営革新塾」を商工会・商工会議所等で開催する。

解 説

本事業は、創業に向けて具体的な行動計画を有する者を対象

に、創業に必要な実践的能力を習得させる「創業塾」を、また、

新事業展開を目指す経営者や若手後継者等を対象に、経営戦略

等の知識・ノウハウの体得を支援する「経営革新塾」を全国各

地の商工会・商工会議所等で開催するものである。本事業にお

ける追跡アンケート調査によれば、修了者の９割以上が役に立

ったと回答しており、修了者の約３割が創業を実現していると

いう結果が出ている。

２２年度においても、引き続き商工会・商工会議所等が都道

府県と協力して本事業を推進し、創業塾・経営革新塾の開催や

関連施策に関する情報提供を図る。

⑦ 中小企業の低炭素化対策支援

ア 省エネルギー対策導入促進事業

９１０，２２８千円（１,２４７,１１７千円）

中堅・中小企業や業務部門を含めた工場・事業場等における
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省エネ対策を促進するため、専門員等による省エネ技術・設備

の導入可能性に関する診断事業、説明会の開催等の取組を行う。

また、エネルギー消費量を「見える化」する計測監視システ

ムの導入を支援する。

解 説

本事業は、説明会の開催や専門員等による省エネ診断、エネ

ルギー消費量の計測監視システムの導入に対する補助を行う

ものである。

産業部門における着実な省エネ対策の推進を図るとともに、

近年、エネルギー消費の伸びが著しいオフィスビル等の業務部

門におけるエネルギーの有効利用及びエネルギー管理を支援

する。

イ 国内排出削減量認証制度基盤整備事業

８５０，０００千円（７７０,０００千円）

国内クレジット制度の着実な実施を図るとともに、制度の活

用が期待される中小企業等の排出削減の取組を掘り起こし、農

業や森林バイオマス、様々なサービス業など幅広い分野での排

出削減を促していくため、中小企業等を対象にソフト支援を行

う。

本事業の実施に当たっては、ソフト支援を行う地域支援機関

等を通じ、中小企業等の積極的なＣＯ２排出削減に対する取組

を支援する。

解 説

本事業は、国内クレジット制度の着実な実施のため、省エネ

診断・排出削減事業計画作成支援、また審査費用等の支援を行

っていくとともに、中小企業等における排出削減に向けた取組

を推進するための説明会等を実施するものである。

地域支援機関等を通じてソフト支援（排出削減事業計画の無

料作成支援、計画の審査費用支援）を行うことにより中小企業

におけるＣＯ２排出削減等を促進するとともに、国内クレジッ

ト制度に関する説明会を全国で開催し、地域の中小企業や省エ

ネ設備メーカー等に制度の理解を深めてもらうことで、地域で

のＣＯ２排出削減への取組を支援する。

⑧ 市場志向型ハンズオン支援事業

０千円（２,４００,２４５千円）
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（２）中小企業の経営基盤の強化

① 中小企業経営支援等対策

ア 中小企業経営支援体制連携強化事業

４，４５５，４９４千円（新 規）

中小企業の日常的な経営支援に取り組む中小企業団体や税理

士・公認会計士など（以下「支援機関」という。）の経営支援

能力を補完・強化するため、その後方支援機関として「中小企

業応援センター」を設置し、支援機関への専門家派遣や各種セ

ミナーの開催等を行うことにより、中小企業の経営力向上を図

る。

解 説

本事業は、中小企業の日常的な経営支援に取り組む中小企業

団体や、税理士・公認会計士などの支援機関等の経営支援機能

を補完・強化するため、その後方支援機関として中小企業応援

センターを全国に配置するもの。

応援センターの候補としては、中小企業団体、地域金融機関、

ＮＰＯ等。応援センターは、①事業者から支援機関等に相談さ

れた新事業展開・販路開拓・技術指導・知的資産経営・事業承

継等の高度・専門的な相談案件に対し、支援機関等からの支援

要請に応じた、適切な専門家派遣のコーディネートの実施、②

自センターにおいて、上記①に記載した高度・専門的な支援課

題に関する定期的な相談窓口の設置及び専門家派遣等による

支援の実施並びに③支援機関等と連携した各種セミナーの開

催等を行う。

※ なお、全ての中小企業応援センターにおいて、新現役人材

を専門家派遣により利用可能とするとともに、新現役人材を

自社のアドバイザー/コンサルタントとして活用したいとい

う中小企業のニーズにも対応可能とする。また、自センター

に設置する窓口において、事業承継時の課題を抱える中小・

零細企業からの相談対応を行うものとする。

イ 地域力連携拠点事業

（経営力向上・事業承継等先進的支援体制構築事業）

０千円＊（５,７９０,３０７千円）

（＊上記の中小企業経営支援体制連携強化事業に見直し）
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ウ 新現役チャレンジ支援事業

０千円＊（１,９４４,７６２千円）

（＊上記の中小企業経営支援体制連携強化事業に統合）

エ 地域中小企業知的財産戦略支援事業

３０５，６８１千円（３０５，８７７千円）

地域中小企業に対して一定期間集中的に知的財産の専門家等

を派遣し、知的財産コンサルティング事業を実施する都道府県

中小企業支援センターの活動に対し、必要な助成を行う。また、

中小企業が知的財産を戦略的に活用し、知的財産経営を実現す

るための体制整備を支援する。

解 説

本事業は、地域中小企業の知的財産経営への取り組みを促進

することを目的として、中小企業に対して知的財産専門家が特

許分析や内部規程等の整備に関する支援を行う事業である。ま

た、同時に、地域中小企業が知的財産経営を実現し、これを定

着させるための体制整備について事例収集によって検討し、企

業規模・地域の特性等に応じた中小企業の体制整備のあり方の

普及を行う。これらの事業を通じて、地域中小企業の知財戦略

を支援する。

オ 中小企業の人材確保・育成支援事業

１５０億円（２０年度２次補正、２１年度２次補正）

平成２２年春の新卒者のうち就職先が未定の者を対象に、中

小企業の生産現場等でその魅力に直接触れる機会を付与する

とともに、中小企業で働く上で必要とされる技術・ノウハウ等

を習得させること等を目的として「新卒者就職応援プロジェク

ト」を実施する。

また、即戦力となる高度な技能・専門知識等を有する人材や

将来的に企業の中核となりうる人材を中小企業が確保・育成す

ることを支援するため、合同就職説明会の開催などの「橋わた

し」事業と、ものづくりや農商工連携、商業・サービス業など

分野別の「実践型研修」事業を平成２２年度も引き続き実施す

る。

解 説

平成２２年新卒者の就職状況が厳しく、政府としても新卒者

支援を強化していくこととしている。そのため、平成２２年新
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卒者であって就職先が決まっていない方を対象に、「新卒者就

職応援プロジェクト」を実施する。

本プロジェクトは、新卒者に対して採用意欲のある中小企業

において原則６ヶ月間の職場体験等を行うものであり、その期

間中、新卒者には「技能習得支援金」を支給するとともに、受

入れ中小企業には「教育訓練費」などを助成することとしてい

る。本プロジェクトは、新卒者の就職支援として実施するもの

であるが、中小企業の優秀な人材確保に資することを目的とし

ている。実習期間中に正規雇用に移行した場合には、その時点

で実習は終了となる。

また、平成２０年度二次補正予算を活用して、中小企業の人

材育成・確保を目的に中小企業全国団体に基金を造成し、マッ

チング支援事業（橋わたし）、各種研修事業（実践型研修）等

を実施する。

具体的には、橋わたしとしては、全国の大学等の協力を得て

行う、大学生、求職者等向けの就職説明会や、中小企業の情報

発信支援事業（魅力発信パンフレット作成支援）等を行う。

実践型研修としては、「ものづくり」、「農商工連携」、「商業・

サービス業」、「太陽光発電システムの設置」、「省エネ・バリア

フリー改修工事」、「観光・集客サービス業」、「総合エネルギー

販売業」等の分野で中小企業の人材育成を行う。

② 小規模企業支援対策

ア 指導事業

３３８，７６３千円（３１５,８２２千円）

商工会及び商工会議所が小規模事業者に対して行う経営改善

普及事業を円滑かつ効果的に実施するため、全国商工会連合会

及び日本商工会議所が商工会等に対して行う指導や情報収

集・提供等に係る事業を支援する。

解 説

本事業は、商工会及び商工会議所が小規模事業者に対して行

う経営改善普及事業の効果的な実施を図るため、全国商工会連

合会及び日本商工会議所を通じて指導や情報提供等の支援や、

商工会指導員に対する研修会や都道府県連合会の役員セミナ

ー等を行い、当該指導員等の資質の向上を図るものである。

２２年度においても、経営改善普及事業を円滑かつ効果的に

実施するため、引き続き、全国商工会連合会や日本商工会議所



~ 13 ~ 
 

の全国団体を通じた商工会等に対する指導や情報提供に対し

て支援を行う。

イ 経営安定特別相談事業

３６,６７５千円（３７,６５０千円）

経営の危機に直面した中小企業の経営上の様々な問題の解決

に資するため、全国の都道府県商工会連合会及び主要商工会議

所に設置されている「経営安定特別相談室」による中小企業に

対する相談体制を円滑に実施するために全国商工会連合会及

び日本商工会議所が行う指導事業等を支援する。

解 説

本事業は、経営の危機に直面した中小企業の経営上の問題解

決に資するため、全国の都道府県商工会連合会や主要商工会議

所に設置されている「経営安定特別相談室」を支援し、中小企

業からの相談に応じる体制を整備するものである。２１年度は、

２６０ヶ所に経営安定特別相談窓口が設置されており、２０年

度の相談実績は３，３３０件となっている。

２２年度においても、引き続き本事業を実施し、経営の危機

に直面した中小企業の経営上の問題解決を図る。

③ 中小企業連携組織対策

ア 創業連携人材養成等支援事業

９３１,２４２千円（９８６,９６９千円）

組織化しようとしている中小企業や経営課題を抱えている組

合等の連携組織に対する経営指導・支援に当たる都道府県中小

企業団体中央会（以下「都道府県中央会」という。）指導員に

対して、全国中小企業団体中央会（以下「全国中央会」という。）

が実施する、能力向上に必要な指導・研修事業を支援する。

また、全国中央会が行う、組合等の連携組織の中だけでは解

決できない専門性を有する諸課題（法律、経営指導、情報処理、

会計等）の解決に向けての外部専門家の紹介や、先進的な経営

改善・革新に取り組む組合等に対して、ビジョン策定や改善事

業に係る経費を助成する事業について支援する。

さらに、外国人研修・技能実習制度の円滑実施のため、都道

府県中央会を通じて、関係法令の普及・啓発のための研修会事

業や、適正化モデル組合事例集を作成・提供する事業を支援す

る。
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イ 創業連携情報収集・発信事業

１５,７２２千円（１５,７２２千円）

全国中央会が行う、中小企業が経営資源の強化及び補完を図

るための多角的連携指導に関する調査や中小企業組合の設立

動向調査を始めとする組合特定問題実態調査、組合による各種

共同事業（新商品開発等）に関するノウハウを全国的に収集・

分析し、取りまとめた事例集の作成を支援する。

解 説

上記ア及びイの事業は、中小企業の連携・組織化の推進、中

小企業組合の運営の適正化を図るため、中小企業組合への経営

指導・支援を行う全国中央会に対して、経営指導・支援に係る

経費を補助、実施しているものである。

なお、各都道府県における中小企業連携組織対策事業につい

ては、各都道府県からの補助の下、各都道府県中央会が実施し

ている。

２２年度においても、これら連携・組織化の活動に対し、引

き続き支援する。

ウ 官公需受注対策事業

４１,０６２千円（３８,２８１千円）

官公需についての中小企業の受注機会の増大を図るため、全

国中央会又は都道府県中央会を通じて官公需に係る情報の収

集提供、官公需適格組合の共同受注事例や効率的な分離・分割

発注に係る適切事例の普及、新規開業者の販路開拓の支援のた

めのパンフレット配布、官公需適格組合の共同受注体制づくり

等を支援する。

解 説

本事業は、全国中央会等が、官公需法に基づく「中小企業者

に関する国等の契約の方針」（閣議決定）に従い、国等の官公

需に係る発注情報、落札情報等を収集提供することや官公需適

格組合等に対する官公需の共同受注体制の整備等に係る指導、

分離・分割発注に係る適切事例や新規開業者の販路開拓を支援

するためのパンフレット等の作成、各都道府県での官公需問題

懇談会の開催等、官公需における中小企業の受注機会の増大を

図るための事業である。

２２年度においても、官公需適格組合を含む中小企業の受注
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機会の増大を図るため、引き続き、全国中央会や都道府県中央

会を通じた情報提供等を支援する。

エ 外国人研修・技能実習制度適正化指導事業

３４,７８２千円（４９,６８９千円）

外国人研修・技能実習生共同受入を行う組合に対して、中小

企業診断士、経営コンサルタント等を派遣し、個別に調査を行

い、運営が適切に行われていない場合には、的確な改善措置を

指導する。

解 説

外国人研修・技能実習制度は、事業協同組合を一次受入機関

として、その監理の下に研修生を受け入れている。しかし、こ

れらの事業協同組合を一次受入機関とする研修生受入事業に

おいて、不適正な事例が発生しており、送出機関の適正化要請

等とともに受入機関の適正化要請が高まっているところであ

る。

このような状況を踏まえ、外国人研修・技能実習生共同受入

事業を行う個別の事業協同組合に対して、適正に事業が行われ

るように指導を行う機関に必要な経費を補助し、中小企業の円

滑な研修・技能実習生受入等を図る。

④ 商店街活性化対策

ア 中小商業活力向上事業

３，１７５，０００千円（４,１９９,９６８千円）

商店街等ににぎわいを創出し活性化を図るとともに、地域コ

ミュニティの核となる商店街等の果たすべき社会的、公共的役

割の向上を目的として、商店街等が行う、少子高齢化、安全・

安心、環境・リサイクル等の社会課題に対応した商業活性化へ

の取組を支援する

解 説

本事業は、地方公共団体等との役割分担を踏まえ、少子高齢

化、安全・安心、環境・リサイクル等、全国的な社会課題に対

応した商業活性化事業に対して支援するものである。

２１年度からは、地域コミュニティの担い手としての商店街

に焦点を当て、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応

じた事業活動の促進に関する法律」に基づく認定を受けた事業

については、重点的な支援を行っており、２２年度についても



~ 16 ~ 
 

引き続き支援を行う。

イ 全国商店街振興組合連合会補助事業

２２３，７１５千円（３１,２７２千円）

全国商店街振興組合連合会が実施する各種情報提供や研修事

業等を支援する。

解 説

本事業は、全国商店街振興組合連合会が行う研究会や都道府

県商店街振興組合連合会に対する各種研修・講習を支援すると

ともに、全国商店街振興組合連合会を通じて全国の商店街が実

施するコミュニティ活動等を支援する。

２２年度においても、都道府県の施策とも連携し、各地域の

取組を促進する。

⑤ 中心市街地活性化対策

ア 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

３，３１１，３３３千円（５,７９５,０００千円）

コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを実現するため、

中心市街地活性化法に規定する認定基本計画に基づき、「都市

機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を

一体的に取り組む地域において、民間事業者、商業者、認定ま

ちづくり会社等が、地域と連携を図りながら実施する商業活性

化事業を重点的に支援する。

解 説

本事業は、中心市街地活性化法に基づき、認定を受けた基本

計画に記載のある商業活性化のための事業に対し、必要な経費

を一部補助（補助率２／３、１／２）するものである。

具体的には、テナントミックス店舗や集客核施設の設置、空

き店舗を活用したチャレンジショップ事業や地域コミュニテ

ィとの連携事業、老朽化したアーケードの撤去、中心市街地活

性化協議会によるタウンマネジャー設置や調査研究事業にか

かる経費に対して、補助を行う。

２２年度においても引き続き、全国における中心市街地の活

性化に向けた取組に対して積極的に支援する。

⑥ 下請取引対策

ア 下請かけこみ寺事業
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５５０，１５５千円（５６７,６７５千円）

「下請かけこみ寺」を全国規模で整備し、下請取引に係る各

種相談への対応や、裁判外紛争手続による問題解決を図るとと

もに、下請適正取引等の推進のためのガイドラインの普及啓発

等を実施する。

本事業を全国規模で実施するに当たっては、中小企業へのサ

ービスを徹底するため、下請取引に専門的知見を有する各都道

府県の下請企業振興協会等との連携を図る。

解 説

本事業は、全国の中小企業が抱える下請取引に関する悩み・

相談ごとに相談員や弁護士が親身になって対応し、取引に関す

るトラブルを裁判以外の手法（ＡＤＲ）で迅速に解決するとと

もに、下請適正取引等の推進のためのガイドラインを普及啓発

するため、本部及び各都道府県の４８カ所に「下請かけこみ寺」

を平成２０年４月に開設した。

２２年度においても、引き続き全国の「下請かけこみ寺」と

連携し、下請適正取引の推進を図る。

また、下請かけこみ寺の相談員が弁護士からの助言を得て、

中小企業からのきめ細やかな相談に対応できる体制の整備を

図る。

イ 下請取引改善事業

９２,１６７千円（９２,１６７千円）

下請代金支払遅延等防止法（以下「下請代金法」という。）の

違反を未然に防止する観点から、主として親事業者の発注担当

者を対象とした実務者講習会を開催する。

本事業の実施に当たっては、下請代金法等に知見を有する各

都道府県の下請企業振興協会等と連携を図る。

解 説

本事業は、下請代金法等の周知徹底を図るため、親事業者の

発注担当者を対象とした１日コース及び半日コースの講習会

を実施するものである。

２２年度においても、各都道府県の下請企業振興協会等の支

援機関と連携を図るとともに、引き続き全国で講習会を開催し、

下請代金法等の周知を図る。

ウ 全国中小企業取引振興協会補助事業
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５７，５３７千円（４９,６０２千円）

財団法人全国中小企業取引振興協会が実施する下請取引あっ

せん指導事業、調査・広報等事業等に必要な費用を補助する。

なお、本事業の実施に当たっては、下請中小企業振興法第１

１条に基づき下請取引のあっせん等を実施している各都道府

県の下請企業振興協会と連携し、広域での受発注情報の提供、

販路拡大支援を通じた下請中小企業の経営基盤の強化等を図

る。

解 説

本事業は、財団法人全国中小企業取引振興協会が実施する取

引あっせん事業、緊急広域商談会開催事業等の補助を行うもの

である。

下請中小企業振興法に基づき、引き続き、都道府県中小企業

支援センターの職員等が下請事業者の希望する業種等の条件

に合った、きめ細かな取引先のあっせんを行う。また、大規模

な天災、リストラ等に伴い、その影響が広範囲に懸念される地

域において都道府県中小企業支援センターと連携し、緊急広域

商談会を開催する。

⑦ 中小企業のＩＴ利活用対策

ア 地域新成長産業創出促進事業

（うちＩＴ利活用の促進に係る事業）

１，３８９，８６８千円の内数（６１２,５８１千円）

地域におけるＩＴ利活用によるイノベーション創出基盤を構

築するため、中小企業のＩＴ利活用支援及び地域ＩＴベンダと

の連携強化等の促進を支援する。

解 説

本事業は、ＩＴ利活用による生産性向上や競争力強化を図る

ことで、地域における新たな成長産業群の創出を目指すもので

あり、地域支援機関等との連携による中小企業のＩＴ経営実践

を促進するために必要な普及啓発や、ＩＴ化支援をサポートす

る地域ＩＴベンダとのマッチング、ＩＴベンダ間の連携等の推

進による供給力強化への支援などを地域の実情に応じて実施

する。

（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

① 中小企業再生支援等対策
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ア 中小企業再生支援協議会事業

５，４４０，９５０千円＊（４,９７４,５９３千円）

（＊中小機構交付金を含む。）

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（以

下「産活法」という。）に基づき、各都道府県の商工会議所等

に設置されている中小企業再生支援協議会（以下「協議会」と

いう。）において、企業再生に関する知識と経験を持つ常駐専

門家が中小企業からの相談を受け、課題解決に向け適切なアド

バイスを行う。

また、相談案件のうち、再生のために財務や事業の抜本的な

見直しが必要な企業について、常駐専門家と中小企業診断士、

公認会計士、弁護士等の外部専門家が支援チームを編成し、再

生計画策定及び金融機関との調整について支援する。

中小企業に対し指導又は助言を行う際に、企業再生支援機構

による再生支援を受けることが有効であると認められる場合

には、当該中小企業に対し企業再生支援機構への再生支援の申

込みを促すこととする。

解 説

本事業は、協議会の常駐専門家が、中小企業の事業再生をき

め細かく支援するものである。協議会はこれまでに１８，８４

５社からの相談に応じ、このうち約半数は、アドバイスや関係

施策の紹介等により相談内容が解決した。また、２，３０２社

の再生計画策定を支援し、その結果、１４４，５９６人の雇用

を確保するなど、地域の中小企業の身近な相談窓口として、ま

た債権者間調整機能を果たす機関として重要な役割を果たし

ている。

２２年度においては、産活法に基づく中小企業承継事業再生

計画の活用などにより、各協議会での再生計画策定支援をより

一層取り進めるとともに、これまで講じてきた常駐専門家の増

員等の機能強化策を引き続き確実に実行する。

また、中小企業の再生は経営悪化時の早期対応が重要である

ことから、地域支援機関等と協力し、経営者等に対して協議会

の早期活用を促す。

協議会が再生計画策定支援を行うに当たり、企業再生支援機

構による再生支援を受けることが事業再生を行うために有効

である場合には、当該中小企業に対し、企業再生支援機構への

再生支援の申込みを促すとともに、企業再生支援機構が支援決
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定を行うまでの間、協議会による再生計画策定支援を行う場に

企業再生支援機構が参画する等、円滑な支援が行われるように

努める。

第４．都道府県の事業

１．事業の実施体制

都道府県においては、国との「対話と協力」を通じて、適切な役割

分担の下で必要な連携を積極的に進めるとともに、地域の関係機関、

団体等との十分な連携のもとに地域経済及び地域の実情を踏まえた支

援措置の効果を最大限発揮するよう事業の実施に努めることを期待す

る。

都道府県においては、地域の実情を踏まえた支援を更に深めていく

ためにも、国の事業との相乗効果を図りつつ、中小企業に対する適切

な支援が確保されるよう必要な予算の確保や、以下に例示する支援事

業等の効果的な事業の実施に努めることを期待する。

２．事業の概要

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進

① 経営革新支援事業

中小企業の経営革新を促進するため、中小企業新事業活動促進

法に基づき、経営革新計画の承認を受けた中小企業等が当該計画

に従って行う経営革新の取組を支援する事業。

② その他の経営の革新や新事業展開への支援事業

その他、地域の実情に応じ、地域資源活用、農商工連携などの

新たな事業の取組に対する支援事業。

（２）中小企業の経営基盤の強化

① 都道府県中小企業支援センター事業

都道府県中小企業支援センターが実施する、中小企業の抱える

専門的な経営課題解決のための相談事業、専門家派遣事業、情報

提供等事業、事業可能性評価委員会事業、研修事業等。

② 中小企業及び支援機関の人材確保・育成支援

ア 支援人材能力開発事業

地域における中小企業支援機関の支援担当者の能力強化に係
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る研修事業。

イ その他中小企業の人材確保・育成に係る支援事業

③ 中小小売商業の振興支援

ア 商店街振興組合指導事業

都道府県商店街振興組合連合会が各商店街振興組合等に対し

指導等を行う事業。

イ その他の中小小売商業の振興に係る支援事業

④ 小規模事業者に対する支援

ア 経営改善普及事業

全国の商工会、商工会議所及び都道府県商工会連合会が実施

する、小規模事業者からの様々な相談に対するきめ細かな対応

や、ニーズに応じた専門家の派遣や若手後継者等の人材育成の

推進など、小規模事業者の経営改善や経営革新を支援するため

の事業（経営改善普及事業）。

イ 小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業

小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に必要な設備の導入

を促進するための設備資金の無利子貸付並びに設備の割賦販

売及びリースの事業。

ウ その他小規模事業者の経営力向上等に対する支援事業

⑤ 中小企業連携組織対策事業

組合等の活性化に資する事業を円滑かつ効果的に実施するた

め、都道府県中央会指導員等の人材育成事業や各組合等の実施し

ている取組事例、官公需に関する情報等を収集・加工し、各組合

等に広く情報提供する事業。

⑥ その他の経営基盤の強化に資する事業

その他、地域の実情に応じ、必要となる支援事業。

（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

① 経営安定特別相談事業
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経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、

全国の都道府県商工会連合会及び主要商工会議所に「経営安定特

別相談室」を設置し、中小企業からの相談に応じる体制を整備す

る事業。

② その他の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に資する

事業

その他、地域の実情に応じ、中小企業の経済的社会的環境の変

化への適応の円滑化のために必要となる事業。

第５．独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業

１．事業の実施体制

中小機構は、第二期中期目標（平成２１年２月２７日、財務大臣及

び経済産業大臣指示）に基づき、全国的視点に立って、中小企業の高

度な専門性を有する経営課題等に対し、多様な支援ツールを活用しつ

つ機動的に支援を行うとともに、中小機構の支部等と地域支援機関等

との連携強化や中小機構の培った支援ノウハウの提供等を通じて、全

体としての相乗効果が発揮できる実施体制を整備する。

また、中小企業大学校等において、地域の中小企業、地方公共団体

及び地域支援機関等、大学等との連携体制を構築の上、他の研修機関

等では実施が困難な研修を担う各地域ブロックの人材養成の中核機関

として、中小企業が抱える現下の高度な経営課題に対応した実践的な

研修を実施する。

２．事業の概要

平成２２年度の事業実施にあっては、上記の観点を踏まえ、本部・

支部が有する支援ツールを有効に活用し、高度な専門性を要する経営

課題等への支援や地域支援機関等との「つながり力」の強化を図るこ

ととする。

なお、具体的な事業の実施については、以下のとおりとする。

（１）中小企業の新たな価値を創造する事業展開の促進

① 新事業創出・販路開拓等支援事業

中小企業の新事業活動を効果的・効率的に支援するため、地域

支援機関等と緊密な連携を図りながら、支部等が、農商工等連携

促進法、地域資源活用促進法、中小企業新事業活動促進法（異分
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野連携）に係る事業活動に取り組む中小企業者に対して計画策定

等の支援を行うとともに、ものづくり分野の高度な技術の事業化、

広域的な販路開拓や国際展開など高度な専門性を要する経営課

題を抱える中小企業者等に対して課題解決に向けた経営支援を

行う。

また、中小企業の販路開拓等を支援するため、首都圏等を中心

とした全国規模の商談会等、ビジネスマッチングの場を提供する

とともに、新商品等についての市場調査、テストマーケティング、

バイヤー等への情報提供等を行う。

さらに、中小企業の海外への事業展開を支援するため、海外展

開を図る上で生じる経営課題を解決できるよう専門家によるア

ドバイス等を行う。

解 説

本事業は、中小機構の支部等が、農商工連携、地域資源活用、

新連携の枠組みを活用した事業活動に取り組む中小企業者等に

対して、マーケティングや事業計画の作成等、法認定に向けたブ

ラッシュアップ支援から、法認定後の事業計画に沿った商品企画、

試作品開発及び販路開拓等に係るフォローアップ支援を実施す

るものである。

加えて、新たな商品・サービスの開発や新分野・新市場の開拓

等、新たな事業展開に挑戦する中小企業に対して、企業ニーズや

経営課題に応じた支援を行い、他の中小企業のモデルとなる企業

や事業を育成する。

また、中小企業の販路開拓等を支援するため、首都圏等におけ

るビジネスマッチングやテストマーケティング機会の提供、大手

流通事業者等との連携による新商品の販路開拓、大規模展示会・

商談会、投資家等へのビジネスプラン発表会等の活用によるビジ

ネスマッチング等、全国ベースでの効果的な支援を実施するとと

もに、東京青山に開設しているテストマーケティングショップ

「Ｒｉｎ」の活用等により、地域中小企業等の販路開拓を支援す

る。このほか、豊富な経験を有する企業ＯＢ等を販路ナビゲータ

ーとして登録し、販路紹介や販売代行業務等につなげるための

「販路ナビゲーターとのマッチングの場」を提供する販路ナビゲ

ーター創出支援事業を実施し、県センター等地域支援機関が手が

けた支援企業の出口支援として活用できるよう県センター等地

域支援機関と連携し、効果的な支援を実施する。

さらに、中小企業の海外への事業展開を支援するにあたっては、
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専門家によるアドバイスを行うほか、県センター等地域支援機関

が行う各地域の特性を活かした海外展開ワークショップ（セミナ

ー、個別相談会）等の開催を支援する。

② インキュベーション事業

新製品・新技術の研究開発や新分野への進出を目指す中小企業

等を対象とし、インキュベーション施設の運営を行うとともに、

地域支援機関等と連携を図り、インキュベーション・マネージャ

ー等が事業化に向けた支援を実施する。

解 説

本事業は、新製品・新技術の研究開発等を行うための賃貸型事

業施設の運営を行うとともに、インキュベーション・マネージャ

ー等が入居者のニーズ、課題に対応した支援を行うものである。

支援に際しては、中小機構の支援ツールや連携する地方公共団体、

県センター等地域支援機関、大学等の持つ支援ツールを有効に活

用する。

なお、インキュベーション施設の運営にあたっては、中小機構、

大学、地方公共団体等で構成する運営委員会により施設運営方針

を定め、県センター等地域支援機関との連携の下、中小企業等の

新事業創出等を支援する。

（２）中小企業の経営基盤の強化

① 中小企業支援機関連携強化事業

地域支援機関等との連携、ノウハウ共有を図るために、支援実

務者を対象とした研修や、地域支援機関等の連携強化を目的とす

る連絡会議やセミナー等を開催し、地域支援機関等との「つなが

り力」を強化する。

また、中小機構が培ったノウハウの共有など地域支援機関等と

の連携により、支援情報の結節点としての情報交流・情報提供機

能を強化し、地域における中小企業支援とのシナジー効果の向上

を図る。

さらに、中小企業応援センター等で行う中小企業経営支援体制

の連携強化及び中小企業の事業承継支援が円滑に進むよう、同セ

ンターに配置されたコーディネーターを対象とした研修、手引き

書の作成及び支援事例の分析等を行う。

解 説

本事業は、県センター等地域支援機関とのネットワークの強化
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を図り、支援成果、支援ノウハウの提供等により、県センター等

地域支援機関の支援機能の向上を図ることを通じて、全体として

の相乗効果を発揮しようとするものである。

また、中小企業応援センター等による中小企業の円滑な事業承

継をサポートするため、中小機構の支部等に事業承継コーディネ

ーターを配置し、全国各地の中小企業応援センターとの連携をは

じめ支援機関や士業団体等との事業承継支援ネットワークを整

備するとともに、県センター等地域支援機関等からの要請に応じ

て、情報提供等を行う。

② 地域中小企業普及啓発事業

中小企業施策情報、先進的な企業の事例等、中小企業、都道府

県や地域支援機関の中小企業支援担当者等にとって必要な情報

をワンストップで提供する中小企業ビジネス支援サイト（Ｊ－Ｎ

ＥＴ２１）を運営する。加えて、中小企業の経営課題解決のため

の調査研究、支援ノウハウ提供のための調査研究等を行い、得ら

れた事例等の啓発・普及を図る。

また、施策浸透フォーラムの開催を通じ、中小企業に対して支

援施策の浸透等を図る。

解 説

本事業は、中小企業、県センター等地域支援機関の中小企業支

援担当者等が必要とする国の支援施策情報に加え、地方公共団体

等が独自に実施する支援施策情報や地域中小企業の成功事例等

を集約し、情報提供を行うものである。

情報提供を行うに当たっては、地域において優れた取組をして

いる中小企業について、県センター等地域支援機関からの推薦に

より取材するなど、中小企業、都道府県や県センター等地域支援

機関の中小企業支援担当者等が必要とする情報を容易に収集・提

供できるよう関係機関との連携協力を進める。

また、地域中小企業に対して支援施策の浸透等を図るため、新

事業展開等に取り組む中小企業を対象に政策課題に対応したフ

ォーラムを適宜開催する。

③ 養成研修事業

中小機構は、中小企業大学校等を活用し、経営課題の解決能力

の向上を目指す中小企業の経営者及び経営幹部等や、中小企業に

対し質の高い助言が行える支援人材を育成するため、以下の研修
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を実施する。

ア 中小企業者向け研修

中小企業経営者や経営幹部等を対象に座学による講義に加え、

自社の経営データを持ち寄った経営課題の解決策や製造業にお

ける現場改善実習といった実践的な研修を実施する。

特に、中小企業の経営管理者や後継者等を対象とした他の研

修機関では実施が困難な長期研修及び政策要請の高い研修に重

点を置く。

イ 中小企業支援人材向け研修

都道府県や地域支援機関の職員等に対し、中小企業の経営診

断実習や中小企業の多種多様な事例を活用した演習等に重点を

おいた実践的な研修を実施する。

解 説

地方公共団体や地域支援機関の要望を積極的に取り入れなが

ら以下の研修を実施する。

ア 中小企業者向け研修

一般的に大企業と比べ経営資源に限りのある中小企業が、自

ら経営課題を解決できるよう、また、新たな事業活動へ挑戦で

きるようにするためには、中小企業の経営者、経営幹部、リー

ダー（幹部候補）の能力向上を図ることが不可欠である。その

中小企業の経営者等に対し、経営戦略、マーケティング、財務

管理、生産管理といった経営者等として身につけるべきテーマ

について、自社の課題解決等につながる応用力を身につけるこ

とに重点を置いた研修を実施する。

イ 中小企業支援人材向け研修

中小企業の現場における経営の診断実習や多業種・多分野

にわたる多様な事例を用いた演習などによる実践的な研修に加

え、新たな政策課題や中小企業支援施策に関する研修を実施し、

県センターの職員、経営指導員をはじめとする支援人材の能力

向上を図る。

④ 高度化事業

中小企業が共同して経営基盤の強化や事業環境の改善を図る
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ために組合等を設立して実施する事業や、第三セクター、地方公

共団体、商工会等が地域中小企業を支援するために実施する事業

に対して、事業計画について都道府県及び中小機構が診断・助言

を行うとともに、施設整備に必要な資金の一部を都道府県と中小

機構が財源を出し合い長期・低利で融資する。

また、既に融資を実行した組合等に対しては、事業目的の達成

や財務状況の改善を支援するため、アドバイザー派遣等により、

積極的な経営支援を図るほか、景気の急激な悪化等により貸付金

の返済に支障を来たしている貸付先に対する返済期限延長の要

件緩和や単年度返済猶予の繰り返し利用の積極的対応等返済猶

予に係る弾力的措置について引き続き実施する。

加えて、平成２１年８月に施行された「商店街の活性化のため

の地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」（以下

「地域商店街活性化法」という。）に基づき創設された、市町村

と連携して行う高度化事業制度の推進を図り、円滑な実施に努め

る。

解 説

本事業は、中小機構が都道府県等と連携して実施する事業であ

り、都道府県等の財政状況は厳しいものがあるが、中小企業のイ

ンフラ整備は引き続き重要であり、新たなニーズ・案件の発掘に

努めるとともに、大規模な設備投資の資金需要等に応える本事業

の利用促進・拡大を図る。そのために、都道府県等の財源負担割

合の軽減措置（２０年度から３ヵ年の時限措置）を引き続き実施

する。

なお、現下の厳しい経済情勢下では、財務状況が急変する可能

性もあるため、正常償還先であっても、経営上の問題点の把握に

努め、アドバイザー派遣等により、不良債権化の未然防止を図る。

また、貸付金の返済に支障を来している先への貸付金の返済期

限の延長について、従来、申請時点で、当初返済計画における返

済予定額の１／２以上を返済していることが要件であったが、

「事業継続が見込まれる」、「返済期間の半分を経過している」、

「他の金融機関も返済期限の延長措置を講じている」等の要件を

満たす場合には、１／２以上を返済していなくても、返済期限の

延長に弾力的に対応する措置を引き続き実施する。また、平成２

１年４月から実施中の単年度の返済猶予措置の適用期間を延長

し、繰り返しの利用に積極的に対応する（平成２３年３月まで）。

地域商店街活性化法に基づき市町村と連携して行う高度化事業
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については、事業の実施を希望する市町村に対し、事前に高度化

事業の趣旨・目的、診断・助言、貸付手続きや債権管理手法等に

ついて説明を行うとともに、逐次市町村の相談等に応じ、事業の

円滑な実施に努める。

⑤ 中心市街地商店街等活性化支援事業

ア 中心市街地活性化協議会運営支援事業

中心市街地活性化の推進にあたり、その中心的な役割を果た

すことが期待される中心市街地活性化協議会の設立等に向け

たアドバイスや、既に活動している中心市街地活性化協議会に

おける課題の検討、ネットワーク化の推進等について、中小機

構に設置する中心市街地活性化協議会支援センターを中心と

した支援を行う。

解 説

本事業は、中心市街地活性化の推進のため、中心市街地活性

化協議会に対する情報提供等の支援を行うものである。日本商

工会議所、全国商店街振興組合連合会、全国商工会連合会、全

国中央会など関連団体との連携の下、中心市街地活性化協議会

支援センターを設置・運営し、各地の協議会を支援する。

イ 中心市街地商業活性化診断・サポート事業

中心市街地活性化協議会等が行う中心市街地における商業活

性化の取組を支援するため、中小機構における専門的ノウハウ

を活用し、商業活性化に関する計画等の診断・サポートを行う。

解 説

本事業は、各地の市町村の協力の下、商業活性化に関する計

画等の診断・サポートを行うことにより、各地の商店街・中心

市街地活性化協議会等が行う商業活性化の取組を支援するも

のである。日本商工会議所など全国団体の推薦を受けた専門家

を登録し、アドバイザーとして各地の商店街・中心市街地活性

化協議会等へ派遣する。

⑥ 生活関連産業ビジネス拠点整備事業

我が国の繊維・ファッション産業の更なる国際競争力強化、発

展を図ることを目的として、国内外に我が国の優れた繊維・ファ

ッションの製品、サービス等の情報を発信し、「東京」を「世界

の繊維・ファッション基地」の一つとして確立するため、「東京
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発 日本ファッション・ウィーク」（ＪＦＷ）の対外発進力強化

事業や新鋭デザイナー登竜門事業、ファッション素材総合見本市

事業への支援を行う。

解 説

本事業は、以下の取組を行うものである。

ⅰ）ＪＦＷの対外発信力強化事業：ＪＦＷの中核事業である「東

京コレクション・ウィーク」に対する支援を行う。

ⅱ）新鋭デザイナー登竜門事業：ＪＦＷを世界の新鋭デザイナ

ーの登竜門とするため、世界のファッションスクール教授

等から推薦された、東京での発信と日本の素材に関心のあ

る新人デザイナーを選定し、日本生地の調達やバイヤーと

のマッチング事業等に対する支援を行う。また、東京で発

信する有能かつ意欲のある国内の新人デザイナーに対して

も同様に支援を行う。

ⅲ）ファッション素材の総合見本市開催事業：ファッション素

材の総合見本市「ＪＦＷジャパン・クリエーション」開催

に対する支援を行う。

⑦ 感性価値創造活動推進事業

感性価値創造の推進に向け、日本の人・技・素材のすばらしさ

を発信するとともに、人を育み・技を磨き・素材の質を高め、日

本のものづくりの更なる強化を図るため、日本の感性価値に関す

る最先端の取組を集めて紹介し、作り手と使い手、作り手同士な

どの共創を産学官が一体となり促進するイベントを開催する。

解 説

２２年度は、２０年度に東京、２１年度に神戸で開催した「感

性価値創造ミュージアム」の企画・展示内容を発展・充実させ、

「感性価値創造イヤー」３年間の締めくくりとする形で金沢にお

いて地方公共団体等と連携し実施する予定。

具体的には、感性価値創造の製品や事例を紹介するなど、作り

手と使い手、作り手同士などの共創を促進するイベントを開催し、

広く感性価値の普及を図る。

（３）中小企業の経営環境の変化への対応の円滑化

① 中小企業再生支援事業

各都道府県の商工会議所等の認定支援機関に設置されている協
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議会を支援するため、中小企業再生支援全国本部を設置し、協議

会への個別の中小企業再生案件に係るアドバイスや公認会計士

等の専門家の派遣等を行うほか、協議会活動の分析や業務標準化、

関係機関等のネットワーク構築等を実施することにより、協議会

をサポートし、地域の中小企業の再生を総合的に支援する。

また、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門

家に対し、再生支援のノウハウ習得のための研修やセミナーを開

催するほか、協議会の業務に携わる者に対する実践的な研修を行

う。

解 説

本事業は、各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議

会の活動を支援するため、中小企業再生支援全国本部を設置し、

地域で不足している再生支援専門家の派遣、各協議会への個別の

中小企業再生案件に係るアドバイス、再生に関する情報提供等を

行うものである。

また、協議会活動の分析や業務標準化、関係機関等のネットワ

ーク構築等の実施、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断

士等の専門家に対する研修やセミナーを開催するほか、協議会の

業務に携わる者に対する実践的な研修を行い、地域の中小企業の

再生を総合的に支援する。

② 共済事業

ア 小規模企業共済事業

小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら掛金を拠出し、

事業の廃止等の場合にその後の生活の安定や事業の再建等の

ための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業共済制度の

安定的な運営を図るため、都道府県、地域支援機関等との連携、

協力を得ながら、加入促進を強力に推進する。

なお、共済加入要件の拡大等を目的とした、小規模企業共済

法の一部改正法が、平成２２年４月２１日に公布された。

イ 中小企業倒産防止共済事業

中小企業の相互扶助の精神に基づき、自ら掛金を拠出し、取

引先企業の倒産の影響を受け自らも倒産する等の事態を防止

するための中小企業倒産防止共済制度の安定的な運営を図る

ため、都道府県、地域支援機関等との連携、協力を得ながら、

加入促進を強力に推進する。

なお、セーフティネット機能の強化を目的とした、中小企業
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倒産防止共済法の一部改正法が、平成２２年４月２１日に公布

された。

解 説

両共済制度の運営を行うにあたり、中小機構は、毎年度加入

促進計画を策定し、都道府県、地域支援機関等の協力を得なが

ら加入促進活動を行っている。

具体的には、地域支援機関の代表者等で構成する加入促進協

議会が決定するモデル県加入促進運動や加入促進重点活動指

定地域などにおいて、都道府県や地域支援機関等と連携して加

入促進活動を行っている。

本事業の実施にあたっては、都道府県、地域支援機関等との

連携をさらに強化し、各地域内で実施している中小企業支援や

小規模事業支援等とも関連させるなどして、加入促進を強力に

推進する。

なお、小規模企業共済事業においては、家族一体で事業が行

われることが多い個人事業の実態を踏まえ、個人事業主のみな

らず、その配偶者や後継者をはじめとする共同経営者について

も共済加入を認めることで、将来への安心を確保することを目

的とした小規模企業共済法の一部改正法が、平成２２年４月２

１日に公布された。

加えて、中小企業倒産防止共済事業においても、中小企業の

取引の実態に即した制度の改善を行い、中小企業が安心して経

営できるセーフティネット機能を強化することを目的に、共済

金の貸付限度額の引上げ、共済事由に私的整理の一部を追加、

貸付けを受けた共済金を約定期間よりも早期に完済した共済

契約者に支給する早期償還手当金制度の創設等の中小企業倒

産防止共済法の一部改正法が、平成２２年４月２１日に公布さ

れた。


